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(57)【要約】
【課題】表示装置から目を離すことなく操作するフット
ペダルを確認することが可能な手術システムを提供する
こと。
【解決手段】この遠隔操作装置１００は、複数のマニピ
ュレータ２０１と、表示装置３と、複数の操作ハンドル
１および複数のフットペダル２０を有する操作ペダル部
２を含む遠隔操作装置１００と、制御装置６と、を備え
る。制御装置６は、手術器具２０１ａ、手術器具２０１
ｂおよび内視鏡２０１ｄに関する情報をそれぞれ示す第
１エリア３２１、第２エリア３２２および第３エリア３
２３を配置したグラフィカルユーザインタフェース３２
を内視鏡２０１ｄによって撮像された画像３１上に重ね
て表示装置３に表示するとともに、フットペダル２０の
操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されたことを、セン
サ２６により検出したことに基づいて、対応するエリア
の表示形態を変更するように構成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術部位の画像を撮像する内視鏡、第１手術器具および第２手術器具を各々支持するた
めの複数のマニピュレータと、
　前記内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置と、前記第１手術器具を
遠隔で操作するための第１操作ハンドルと、前記第２手術器具を遠隔で操作するための第
２操作ハンドルと、複数のフットペダルを有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と
、
　少なくとも前記内視鏡および前記表示装置を制御するように構成された制御装置と、を
備え、
　前記操作ペダル部は、それぞれの前記フットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配
置されたことを検出するための複数のセンサを含み、
　複数の前記フットペダルは、前記第１手術器具に関する機能を実行させるための第１フ
ットペダルと、前記第２手術器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、
前記内視鏡に関する機能を実行させるための第３フットペダルと、を有しており、
　前記制御装置は、前記第１手術器具に関する情報を示す第１エリアと、前記第２手術器
具に関する情報を示す第２エリアと、前記内視鏡に関する情報を示す第３エリアと、を配
置したグラフィカルユーザインタフェースを前記内視鏡によって撮像された画像上に重ね
て前記表示装置に表示するように構成されており、
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルおよび前記第３フット
ペダルのうちの少なくとも１つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置さ
れたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基
づいて、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアのうちの対応するエリア
の表示形態を変更するように構成されている、手術システム。
【請求項２】
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記表示装置の下方の端部近傍領域または
上方の端部近傍領域に配置される前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリア
を含む、請求項１に記載の手術システム。
【請求項３】
　エリアの表示形態の変更は、表示色の変更、反転表示、エリアの枠線の表示変更のうち
少なくとも１つを含む、請求項１または２に記載の手術システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルおよび前記第３フット
ペダルのうちの少なくとも１つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置さ
れたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基
づいて、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアとは異なる位置に、操作
準備位置に操作者の足が配置された前記フットペダルに関する情報を表示するように構成
されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項５】
　前記第１エリアには、前記第１手術器具の種類が表示され、
　前記第２エリアには、前記第２手術器具の種類が表示され、
　前記第３エリアには、前記内視鏡を示す情報が表示される、請求項１～４のいずれか１
項に記載の手術システム。
【請求項６】
　前記第１フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第１凝固ペダルと、手術部
位を切断する操作を行う第１切断ペダルと、を有し、
　前記第２フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第２凝固ペダルと、手術部
位を切断する操作を行う第２切断ペダルと、を有し、
　前記第１凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第１エリアに前記第１凝固ペダルに関する情報が表示され、
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　前記第１切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第１エリアに前記第１切断ペダルに関する情報が表示され、
　前記第２凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第２エリアに前記第２凝固ペダルに関する情報が表示され、
　前記第２切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第２エリアに前記第２切断ペダルに関する情報が表示される、請求項５に
記載の手術システム。
【請求項７】
　前記第１凝固ペダルおよび前記第２凝固ペダルは、第１の色を有し、
　前記第１切断ペダルおよび前記第２切断ペダルは、前記第１の色とは異なる第２の色を
有し、
　前記制御装置は、前記第１凝固ペダルまたは前記第２凝固ペダルの操作準備位置に操作
者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検
出したことに基づいて、前記第１エリアおよび前記第２エリアのうちの対応するエリアに
前記第１の色により情報を表示し、前記第１切断ペダルまたは前記第２切断ペダルの操作
準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つの
センサにより検出したことに基づいて、前記第１エリアおよび前記第２エリアのうちの対
応するエリアに前記第２の色により情報を表示するように構成されている、請求項６に記
載の手術システム。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルまたは前記第３フット
ペダルが操作された場合に、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアのう
ちの対応するエリアに、前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された表示
態様と異なる表示態様により情報を表示するように構成されている、請求項１～７のいず
れか１項に記載の手術システム。
【請求項９】
　前記複数のマニピュレータのうちの１つのマニピュレータは、交換用手術器具を支持し
ており、
　前記操作ペダル部は、前記第１操作ハンドルにより操作されている前記第１手術器具ま
たは前記第２操作ハンドルにより操作されている前記第２手術器具を前記交換用手術器具
に変更するための第４フットペダルをさらに含み、
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記第１エリアと前記第２エリアとの間に
配置された前記交換用手術器具に関する情報を示す第４エリアを含む、請求項１～８のい
ずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１０】
　前記操作ペダル部は、クラッチ機能を実行させるための第５フットペダルをさらに含み
、
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記クラッチ機能に関する情報を示す第５
エリアを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１１】
　前記制御装置は、前記第３フットペダルが操作された場合に、前記内視鏡の水準器を示
す表示を含む前記グラフィカルユーザインタフェースを前記画像に重ねて表示するように
構成されている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１２】
　前記グラフィカルユーザインタフェースの各エリアには、各フットペダルの操作の状況
が表示されるように構成されている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の手術システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、手術システムに関し、特に、手術器具を操作するための遠隔操作装置を備
えた手術システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手術器具を操作するための遠隔操作装置を備えた手術システムが知られている（
たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、手術部位の画像を撮像する内視鏡および複数の手術器具を各々支
持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によって撮像された画像を表示するための
表示装置と、手術器具を遠隔で操作するための操作ハンドルおよび手術器具に関する機能
を実行させるための複数のフットペダルを含む遠隔操作装置と、を備える手術システムが
開示されている。この特許文献１の手術システムは、表示装置の右の領域に右手用の操作
ハンドルにより操作する手術器具の情報が表示され、表示装置の左の領域に左手用の操作
ハンドルにより操作する手術器具の情報が表示され、表示装置の中央に複数のフットペダ
ルの配置が表示されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８４１８０７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の手術システムでは、表示装置のフットペダルの配置の表示
により操作者がフットペダルの配置を確認することができるものの、操作者が実際にどの
フットペダルに足を位置させているのかを確認することができないという問題点がある。
【０００６】
　この発明は、表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認することが可
能な手術システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一の局面による手術システムは、手術部位の画像を撮像する内視鏡、第１手
術器具および第２手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によっ
て撮像された画像を表示するための表示装置と、第１手術器具を遠隔で操作するための第
１操作ハンドルと、第２手術器具を遠隔で操作するための第２操作ハンドルと、複数のフ
ットペダルを有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と、少なくとも内視鏡および表
示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、操作ペダル部は、それぞれのフ
ットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセン
サを含み、複数のフットペダルは、第１手術器具に関する機能を実行させるための第１フ
ットペダルと、第２手術器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、内視
鏡に関する機能を実行させるための第３フットペダルと、を有しており、制御装置は、第
１手術器具に関する情報を示す第１エリアと、第２手術器具に関する情報を示す第２エリ
アと、内視鏡に関する情報を示す第３エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフ
ェースを内視鏡によって撮像された画像上に重ねて表示装置に表示するように構成されて
おり、制御装置は、第１フットペダル、第２フットペダルおよび第３フットペダルのうち
の少なくとも１つのフットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、複数
のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基づいて、第１エリア、
第２エリアおよび第３エリアのうちの対応するエリアの表示形態を変更するように構成さ
れている。
【０００８】
　この発明の一の局面による手術システムでは、上記のように構成することによって、フ
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ットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合に、フットペダルに対応するグ
ラフィカルユーザインタフェースのエリアの表示形態が変更されて表示装置に表示される
ので、操作者が実際にどのフットペダルに足を位置させているのかを目視で確認する必要
がない。その結果、操作者が表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認
することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認すること
が可能な手術システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態による手術システムの概略を示した図である。
【図２】一実施形態による手術システムの制御的な構成を示したブロック図である。
【図３】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した斜視図である。
【図４】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した平面図である。
【図５】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した正面図である。
【図６】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部の割り当ての例を説明するための
図である。
【図７】一実施形態による表示装置に表示された通常画面の例を示した図である。
【図８】一実施形態による切替ペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示した図
である。
【図９】一実施形態によるクラッチペダルの操作準備位置に足がある場合の表示装置の画
面の例を示した図である。
【図１０】一実施形態によるクラッチペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示
した図である。
【図１１】一実施形態によるクラッチスイッチ（右）が操作された場合の表示装置の画面
の例を示した図である。
【図１２】一実施形態によるクラッチスイッチ（左）が操作された場合の表示装置の画面
の例を示した図である。
【図１３】一実施形態によるカメラペダルの操作準備位置に足がある場合の表示装置の画
面の例を示した図である。
【図１４】一実施形態によるカメラペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示し
た図である。
【図１５】一実施形態による切断ペダル（右）の操作準備位置に足がある場合の表示装置
の画面の例を示した図である。
【図１６】一実施形態による切断ペダル（右）が操作された場合の表示装置の画面の例を
示した図である。
【図１７】一実施形態による凝固ペダル（右）の操作準備位置に足がある場合の表示装置
の画面の例を示した図である。
【図１８】一実施形態による凝固ペダル（右）が操作された場合の表示装置の画面の例を
示した図である。
【図１９】一実施形態による切断ペダル（左）およびクラッチペダルの操作準備位置に足
がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。
【図２０】一実施形態による機能制限通知が表示された表示装置の画面の例を示した図で
ある。
【図２１】一実施形態によるエラー通知が表示された表示装置の画面の例を示した図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
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【００１２】
（手術システムの構成）
　図１～図２１を参照して、一実施形態による手術システム４００の構成について説明す
る。
【００１３】
　図１に示すように、手術システム４００は、遠隔操作装置１００と、患者側装置２００
とを備えている。遠隔操作装置１００は、患者側装置２００に設けられた医療器具（ｍｅ
ｄｉｃａｌ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を遠隔操作するために設けられている。患者側装置２
００によって実行されるべき動作態様指令が術者（ｓｕｒｇｅｏｎ）である操作者Ｏによ
り遠隔操作装置１００に入力されると、遠隔操作装置１００は、動作態様指令をコントロ
ーラ２０６を介して患者側装置２００に送信する。そして、患者側装置２００は、遠隔操
作装置１００から送信された動作態様指令に応答して、マニピュレータ２０１に取り付け
られた手術器具（ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）２０１ａ～２０１ｃ、内視
鏡２０１ｄ等の医療器具を操作する。これにより、低侵襲手術が行われる。
【００１４】
　患者側装置２００は、患者Ｐに対して手術を行うインターフェースを構成する。患者側
装置２００は、患者Ｐが横たわる手術台３００の傍らに配置される。患者側装置２００は
、複数のマニピュレータ２０１を有し、このうち１つのマニピュレータ２０１が内視鏡２
０１ｄを支持し、その他のマニピュレータ２０１が手術器具２０１ａ～２０１ｃを把持す
る。各マニピュレータ２０１は、プラットホーム２０３に共通に支持されている。複数の
マニピュレータ２０１は複数の関節を有し、それぞれの関節には、サーボモータを含む駆
動部と、エンコーダ等の位置検出器とが設けられている。マニピュレータ２０１は、コン
トローラ２０６を介して与えられた駆動信号によりマニピュレータ２０１に取り付けられ
た医療器具が所望の動作を行うように制御されるように構成されている。
【００１５】
　プラットホーム２０３は、手術室の床の上に載置されたポジショナ２０２に支持されて
いる。ポジショナ２０２は、鉛直方向に調整可能な昇降軸を有する柱部２０４が、車輪を
備え床面を移動可能なベース２０５に連結されている。
【００１６】
　４つのマニピュレータ２０１のうち３つのマニピュレータ２０１の各々には、先端部に
医療器具としての手術器具２０１ａ～２０１ｃが着脱可能に取り付けられる。手術器具２
０１ａ～２０１ｃは、それぞれ、マニピュレータ２０１に取り付けられるハウジングと、
細長形状のシャフトと、シャフトの先端部に設けられたエンドエフェクタとを備えている
。エンドエフェクタとして、例えば、把持鉗子、シザーズ、フック、高周波ナイフ、スネ
アワイヤ、クランプ、ステイプラーが挙げられるがこれに限られるものではなく、各種の
処置具を適用することができる。患者側装置２００を用いた手術において、マニピュレー
タ２０１は、患者Ｐの体表に留置したカニューラ（トロカー）を介して患者Ｐの体内に手
術器具２０１ａ～２０１ｃを導入する。そして、手術器具２０１ａ～２０１ｃのエンドエ
フェクタが手術部位の近傍に配置される。なお、手術器具２０１ａ、手術器具２０１ｂお
よび手術器具２０１ｃは、それぞれ、特許請求の範囲の「第１手術器具」、「第２手術器
具」および「交換用手術器具」の一例である。
【００１７】
　４つのマニピュレータ２０１のうち１つのマニピュレータ２０１には、先端部に医療器
具としての内視鏡２０１ｄが着脱可能に取り付けられる。内視鏡２０１ｄは、患者Ｐの体
腔内を撮影するものであり、撮影した画像は、遠隔操作装置１００に対して出力される。
内視鏡２０１ｄとして、３次元画像を撮影することができる３Ｄ内視鏡若しくは２Ｄ内視
鏡が用いられる。患者側装置２００を用いた手術において、マニピュレータ２０１は、患
者Ｐに体表に留置したトロカーを介して患者Ｐの体内に内視鏡２０１ｄを導入する。そし
て、内視鏡２０１ｄが手術部位の近傍に配置される。
【００１８】
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　遠隔操作装置１００は、操作者Ｏとのインターフェースを構成する。遠隔操作装置１０
０は、マニピュレータ２０１が把持する医療器具を操作者Ｏが操作するための装置である
。すなわち、遠隔操作装置１００は、操作者Ｏによって入力された手術器具２０１ａ～２
０１ｃおよび内視鏡２０１ｄによって実行されるべき動作態様指令をコントローラ２０６
を介して患者側装置２００へ送信可能に構成されている。遠隔操作装置１００は、たとえ
ば、マスタの操作をしながらも患者Ｐの様子がよく見えるように手術台３００の傍らに設
置される。なお、遠隔操作装置１００は、例えば動作態様指令を無線で送信するようにし
、手術台３００が設置された手術室とは別室に設置することも可能である。
【００１９】
　手術器具２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべき動作態様とは、手術器具２０１ａ
～２０１ｃの動作（一連の位置および姿勢）および手術器具２０１ａ～２０１ｃ個別の機
能によって実現される動作の態様である。たとえば、手術器具２０１ａ～２０１ｃが把持
鉗子である場合には、手術器具２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべき動作態様とは
、エンドエフェクタの手首のロール回転位置及びピッチ回転位置と、ジョーの開閉を行う
動作である。また、手術器具２０１ａ～２０１ｃが高周波ナイフである場合には、手術器
具２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべき動作態様とは、高周波ナイフの振動動作、
具体的には高周波ナイフに対する電流の供給であり得る。また、手術器具２０１ａ～２０
１ｃがスネアワイヤである場合には、手術器具２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべ
き動作態様とは、束縛動作および束縛状態の解放動作であり得る。また、バイポーラやモ
ノポーラに電流を供給することによって手術対象部位を焼き切る動作であり得る。
【００２０】
　内視鏡２０１ｄによって実行されるべき動作態様とは、たとえば、内視鏡２０１ｄ先端
の位置および姿勢の設定、ズーム倍率の設定である。
【００２１】
　遠隔操作装置１００は、図１および図２に示すように、操作ハンドル１と、操作ペダル
部２と、表示装置３と、表示装置３を支持する表示部支持アーム４と、操作者Ｏの腕を支
えるアームレスト５と、制御装置６と、を備えている。
【００２２】
　操作ハンドル１は、マニピュレータ２０１が把持する医療器具を遠隔で操作するために
設けられている。具体的には、操作ハンドル１は、医療器具（手術器具２０１ａ～２０１
ｃ、内視鏡２０１ｄ）を操作するための操作者Ｏによる操作を受け付ける。操作ハンドル
１は、Ｘ方向に沿って一対設けられている。操作ハンドル１は、右側（Ｘ２方向側）に配
置され、操作者Ｏの右手により操作される操作ハンドル１ａと、左側（Ｘ１方向側）に配
置され、操作者Ｏの左手により操作される操作ハンドル１ｂと、を含んでいる。なお、操
作ハンドル１ａおよび操作ハンドル１ｂは、それぞれ、特許請求の範囲の「第１操作ハン
ドル」および「第２操作ハンドル」の一例である。
【００２３】
　また、操作ハンドル１は、遠隔操作装置１００の後方（Ｙ２方向）側から、前方（Ｙ１
方向）側に向かって延びるように配置されている。操作ハンドル１は、所定の３次元の操
作領域内で動かすことができるように構成されている。すなわち、操作ハンドル１は、上
下方向（Ｚ方向）、左右方向（Ｘ方向）、および前後方向（Ｙ方向）に動かすことができ
るように構成されている。
【００２４】
　右手用の操作ハンドル１ａは、対応付られた手術器具２０１ａを遠隔で操作するために
設けられている。左手用の操作ハンドル１ｂは、対応付られた手術器具２０１ｂを遠隔で
操作するために設けられている。操作ハンドル１ａおよび１ｂには、図２に示すように、
それぞれ、クラッチスイッチ１１が設けられている。クラッチスイッチ１１は、マニピュ
レータ２０１と、操作ハンドル１ａおよび１ｂとの操作接続を一時切断する場合に操作さ
れる。操作ハンドル１ａのクラッチスイッチ１１が操作されると、操作ハンドル１ａと、
手術器具２０１ａが設けられたマニピュレータ２０１との操作接続が一時切断される。ま
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た、操作ハンドル１ｂのクラッチスイッチ１１が操作されると、操作ハンドル１ｂと、手
術器具２０１ｂが設けられたマニピュレータ２０１との操作接続が一時切断される。
【００２５】
　遠隔操作装置１００と患者側装置２００とは、複数のマニピュレータ２０１の動作の制
御においては、マスタスレーブ型のシステムを構成する。すなわち、操作ハンドル１は、
マスタスレーブ型のシステムにおけるマスタ側の操作部を構成し、医療器具を支持するマ
ニピュレータ２０１はスレーブ側の動作部を構成する。そして、操作ハンドル１を操作者
Ｏが操作すると、操作ハンドル１の動きをマニピュレータ２０１の先端部（手術器具２０
１ａ～２０１ｃのエンドエフェクタまたは内視鏡２０１ｄ）がトレースして移動するよう
にマニピュレータ２０１の動作が制御される。
【００２６】
　また、患者側装置２００は、設定された動作倍率に応じてマニピュレータ２０１の動作
を制御するよう構成されている。たとえば、動作倍率が１／２倍に設定されている場合、
手術器具２０１ａ～２０１ｃのエンドエフェクタは、操作ハンドル１の移動距離の１／２
の移動距離を移動するよう制御される。これによって、精細な手術を精確に行うことがで
きる。
【００２７】
　操作ペダル部２は、図３～図５に示すように、医療器具に関する機能を実行するための
複数のフットペダル２０を含んでいる。また、複数のフットペダル２０は、基台部２ａに
配置されている。フットペダル２０は、凝固ペダル２１と、切断ペダル２２と、クラッチ
ペダル２３と、カメラペダル２４と、を含んでいる。また、操作ペダル部２には、切替ペ
ダル２５が設けられている。凝固ペダル２１と、切断ペダル２２と、クラッチペダル２３
と、カメラペダル２４とは、下方向に押すことにより操作される。切替ペダル２５は、水
平方向に押すことにより操作される。フットペダル２０は、操作者Ｏの足により操作され
る。
【００２８】
　また、操作ペダル部２は、フットペダル２０を操作する足の存在を検知するための複数
のセンサ２６を含んでいる。センサ２６は、センサ２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ、２
６ｅ、２６ｆ、２６ｇを含んでいる。また、複数のセンサ２６の各々は、発光部２６１と
、受光部２６２とを備えている。センサ２６は、発光部２６１からの光が足により遮断さ
れて、受光部２６２による受光が中断することにより、足の存在を検知する。つまり、セ
ンサ２６は、遮断型のセンサである。センサ２６は、フットペダル２０上に操作者Ｏの足
が配置されたことを検出するために設けられている。つまり、センサ２６は、フットペダ
ル２０の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されたことを検出する。
【００２９】
　センサ２６によって検知された検知情報は、制御部６１に送信され、当該検知情報を受
領した制御部６１は、対応するフットペダル２０を操作する足の存在の有無を判定する。
【００３０】
　凝固ペダル２１は、手術器具を用いて手術部位を凝固させる操作を行うことができる。
具体的には、凝固ペダル２１は、操作されることにより、対応する手術器具２０１ａ、２
０１ｂまたは２０１ｃに凝固用の電圧が印加されて、手術部位の凝固が行われる。凝固ペ
ダル２１は、凝固ペダル２１ａと凝固ペダル２１ｂとを含んでいる。凝固ペダル２１ａは
、凝固ペダル２１ｂよりも左側（Ｘ１方向側）に配置されている。凝固ペダル２１ａは、
左手用の操作ハンドル１ｂにより操作される手術器具２０１ｂに関連付けて用いられる。
また、凝固ペダル２１ｂは、右手用の操作ハンドル１ａにより操作される手術器具２０１
ａに関連付けて用いられる。凝固ペダル２１ａおよび２１ｂは、第１の色を有している。
たとえば、凝固ペダル２１ａおよび２１ｂは、第１の色として青色を有している。
【００３１】
　切断ペダル２２は、手術器具を用いて手術部位を切断させる操作を行うことができる。
具体的には、切断ペダル２２は、操作されることにより、対応する手術器具２０１ａ、２
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０１ｂまたは２０１ｃに切断用の電圧が印加されて、手術部位の切断が行われる。切断ペ
ダル２２は、切断ペダル２２ａと切断ペダル２２ｂとを含んでいる。切断ペダル２２ａは
、切断ペダル２２ｂよりも左側（Ｘ１方向側）に配置されている。切断ペダル２２ａは、
左手用の操作ハンドル１ｂにより操作される手術器具２０１ｂに関連付けて用いられる。
また、切断ペダル２２ｂは、右手用の操作ハンドル１ａにより操作される手術器具２０１
ａに関連付けて用いられる。切断ペダル２２ａおよび２２ｂは、第１の色とは異なる第２
の色を有している。たとえば、切断ペダル２２ａおよび２２ｂは、第２の色として黄色を
有している。
【００３２】
　つまり、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）は、右手用
の操作ハンドル１ａにより操作される手術器具２０１ａに関する機能を実行させる。左側
用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）は、左手用の操作ハンドル
１ｂにより操作される手術器具２０１ｂに関する機能を実行させる。なお、凝固ペダル２
１ｂは、特許請求の範囲の「第１フットペダル」および「第１凝固ペダル」の一例であり
、切断ペダル２２ｂは、特許請求の範囲の「第１フットペダル」および「第１切断ペダル
」の一例である。また、凝固ペダル２１ａは、特許請求の範囲の「第２フットペダル」お
よび「第２凝固ペダル」の一例であり、切断ペダル２２ａは、特許請求の範囲の「第２フ
ットペダル」および「第２切断ペダル」の一例である。
【００３３】
　クラッチペダル２３は、クラッチ機能を実行させるために操作される。具体的には、ク
ラッチペダル２３は、マニピュレータ２０１と、操作ハンドル１ａおよび１ｂとの操作接
続を一時切断して手術器具の動作を停止させる場合に用いられる。クラッチペダル２３が
操作されている間は、操作ハンドル１ａおよび１ｂを操作しても、患者側装置２００のマ
ニピュレータ２０１が動作しない。たとえば、操作により操作ハンドル１が移動可能な範
囲の端部近傍に来た場合に、クラッチペダル２３が操作されることにより、操作接続を一
時切断して、操作ハンドル１を中央位置付近に戻すことができる。そして、クラッチペダ
ル２３の操作を中止するとマニピュレータ２０１と操作ハンドル１とが再び接続され、中
央付近で操作ハンドル１の操作を再開することができる。ここで、クラッチペダル２３は
、両方の操作ハンドル１ａおよび１ｂとマニピュレータ２０１との操作接続を一括して一
時切断するために操作される。一方、操作ハンドル１ａおよび１ｂに設けられたクラッチ
スイッチ１１は、各操作ハンドル１ａまたは１ｂと対応するマニピュレータ２０１との操
作接続を個別に一時切断するために操作される。なお、クラッチペダル２３は、特許請求
の範囲の「第５フットペダル」の一例である。
【００３４】
　カメラペダル２４は、体腔内を撮像する内視鏡２０１ｄの位置および姿勢を操作するた
めに用いられる。つまり、カメラペダル２４は、内視鏡２０１ｄに関する機能を実行させ
る。具体的には、カメラペダル２４は、内視鏡２０１ｄの操作ハンドル１による操作を有
効にする。つまり、カメラペダル２４が押されている間は、操作ハンドル１により内視鏡
２０１ｄの位置および姿勢を操作することが可能である。たとえば、内視鏡２０１ｄは、
左右の操作ハンドル１の両方を用いることにより操作される。具体的には、左右の操作ハ
ンドル１の中間点を中心に左右の操作ハンドル１を回動させることにより、内視鏡２０１
ｄが回動される。また、左右の操作ハンドル１を共に押し込むことにより、内視鏡２０１
ｄが奥に進む。また、左右の操作ハンドル１を共に引っ張ることにより、内視鏡２０１ｄ
が手前に戻る。また、左右の操作ハンドル１を共に上下左右に移動させることにより、内
視鏡２０１ｄが上下左右に移動する。なお、カメラペダル２４は、特許請求の範囲の「第
３フットペダル」の一例である。
【００３５】
　切替ペダル２５は、操作ハンドル１により操作されるマニピュレータ２０１を切り替え
るために用いられる。たとえば、マニピュレータ２０１は、４つ設けられており、手術器
具２０１ａ～２０１ｃを保持する３つのマニピュレータ２０１を、切替ペダル２５の操作



(10) JP 2020-48708 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

により、左右の操作ハンドル１により操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる
。つまり、切替ペダル２５は、右手用の操作ハンドル１ａにより操作されている手術器具
２０１ａまたは左手用の操作ハンドル１ｂにより操作されている手術器具２０１ｂを交換
用の手術器具２０１ｃに変更するために操作される。切替ペダル２５は、左方向（Ｘ１方
向）に押されることにより操作される。たとえば、切替ペダル２５を操作することにより
、右手用の操作ハンドル１ａにより操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。
この場合、左手用の操作ハンドル１ｂにより操作されるマニピュレータ２０１は変更せず
、右手用の操作ハンドル１ａにより操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。
また、たとえば、切替ペダル２５を操作することにより、左手用の操作ハンドル１ｂによ
り操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。この場合、右手用の操作ハンドル
１ａにより操作されるマニピュレータ２０１は変更せず、左手用の操作ハンドル１ｂによ
り操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。なお、切替ペダル２５は、特許請
求の範囲の「第４フットペダル」の一例である。
【００３６】
　図３～図５に示すように、フットペダル２０は、左側（Ｘ１側）から右側（Ｘ２側）に
向かって、切替ペダル２５、クラッチペダル２３、カメラペダル２４、切断ペダル２２ａ
、凝固ペダル２１ａ、切断ペダル２２ｂ、凝固ペダル２１ａの順に配置されている。
【００３７】
　図３～図５に示したフットペダル２０の配置は、左右の操作ハンドル１それぞれに割り
当てられた凝固ペダル２１と切断ペダル２２の組を右足だけで操作するのに適しているが
、凝固ペダル２１ａと切断ペダル２２ａの組はクラッチペダル２３およびカメラペダル２
４よりも左側（Ｘ１側）に配置し、クラッチペダル２３およびカメラペダル２４を中央（
凝固ペダル２１ａと切断ペダル２２ａの組および凝固ペダル２１ｂと切断ペダル２２ｂの
組との間）に配置するようにすれば、左手用の操作ハンドル１ｂに割り当てられた凝固ペ
ダル２１ａと切断ペダル２２ａは左足で操作し、右手用の操作ハンドル１ａに割り当てら
れた凝固ペダル２１ｂと切断ペダル２２ｂは右足で操作するのに適した配置となる。
【００３８】
　複数のフットペダル２０が配置された基台部２ａは、水平方向に移動可能である。具体
的には、基台部２ａは幅方向（Ｘ方向）の両側でスライド軸受により遠隔操作装置１００
の基台に連結されており、操作ペダル部２が奥行方向（前後方向、Ｙ方向）にスライドし
て移動可能である。そして、操作ペダル部２の奥行方向の移動は、遠隔操作装置１００の
基台内に設けられたモーター等の駆動装置により電動で行うことができる。これにより、
操作者Ｏの操作姿勢、体格、または好みに合わせてフットペダル２０の位置を調整するこ
とができる。
【００３９】
　足の存在を検知するセンサ２６の数は、下方操作されるフットペダル２０の数よりも多
い。具体的には、センサ２６は、７つ設けられている。また、下方向に押すことにより操
作されるフットペダル２０（凝固ペダル２１ａ、２１ｂ、切断ペダル２２ａ、２２ｂ、ク
ラッチペダル２３およびカメラペダル２４）は、６つ設けられている。
【００４０】
　複数のフットペダル２０のうちのある１つのフットペダル２０の近傍に、操作する足を
検知するために用いるセンサ２６が複数設けられ、これらの複数のセンサ２６を用いて当
該ある１つのフットペダル２０を操作している又はしようとする足が存在するか否かを判
定する。具体的には、制御部６１は、複数のフットペダル２０のうちある１つのフットペ
ダル２０の近傍に配置された複数のセンサ２６より検知情報を受領した場合に、ある１つ
のフットペダル２０の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されたと判定する。
【００４１】
　なお、説明を簡潔にするために、本明細書においては、あるフットペダル２０の先端側
（Ｙ１側）中央部とこれに隣接するフットペダル２０の先端側（Ｙ１側）中央部との間に
センサ２６（発光－受光型センサの場合は発光部から照射される直線光）が配置されると
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いう構成を、単に「あるペダルとこれに隣接するペダルの間にセンサが配置される」と表
現する。そして、本明細書において、あるフットペダル２０の先端側（Ｙ１側）中央部に
配置されるセンサ２６（発光－受光型センサの場合は発光部から照射される直線光が当該
中央部を通るセンサ）、および、あるペダルとこれに隣接するペダルとの間に存在するセ
ンサを「あるペダルの近傍に配置されるセンサ」と定義する。
【００４２】
　センサ２６ａおよび２６ｂにより、凝固ペダル２１ｂに近づく足の存在を検知する。つ
まり、センサ２６ａおよび２６ｂの両方により足を検知した場合、制御部６１により、操
作対象のフットペダル２０は凝固ペダル２１ｂであると判定される。また、センサ２６ｂ
および２６ｃにより、切断ペダル２２ｂに近づく足の存在を検知する。つまり、センサ２
６ｂおよび２６ｃの両方により足を検知した場合、制御部６１により、操作対象のフット
ペダル２０は切断ペダル２２ｂであると判定される。
【００４３】
　また、センサ２６ｃおよび２６ｄにより、凝固ペダル２１ａに近づく足の存在を検知す
る。つまり、センサ２６ｃおよび２６ｄの両方により足を検知した場合、制御部６１によ
り、操作対象のフットペダル２０は凝固ペダル２１ａであると判定される。また、センサ
２６ｃおよび２６ｄにより、切断ペダル２２ａに近づく足の存在を検知する。つまり、セ
ンサ２６ｃおよび２６ｄの両方により足を検知した場合、制御部６１により、操作対象の
フットペダル２０は切断ペダル２２ａであると判定される。
【００４４】
　また、センサ２６ｆにより、カメラペダル２４に近づく足の存在を検知する。つまり、
センサ２６ｆにより足を検知した場合、制御部６１により、操作対象のフットペダル２０
はカメラペダル２４であると判定される。また、センサ２６ｇにより、クラッチペダル２
３に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ２６ｇにより足を検知した場合、制御部
６１により、操作対象のフットペダル２０はクラッチペダル２３であると判定される。
【００４５】
　発光部２６１は、ＬＥＤなどの発光素子を含んでいる。発光部２６１は、可視光または
赤外線などの非可視光を照射するように構成されている。受光部２６２は、受光素子を含
んでいる。対応する発光部２６１と受光部２６２とは、平面視において、Ｙ方向に沿って
配置されている。つまり、図３～図５の破線で示すように、発光部２６１からの光は、平
面視において、主にＹ方向に沿って照射される。また、対応する発光部２６１および受光
部２６２の配列方向は、平面視において、各々平行になるように配置されている。また、
発光部２６１は、斜め下方向に向けて光を照射するように構成されている。
【００４６】
　図６を用いて、操作ペダル部２の凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダ
ル２２（２２ａおよび２２ｂ）との割り当ての例について説明する。凝固ペダル２１ａと
切断ペダル２２ａとは、１組で用いられ、凝固ペダル２１ｂと切断ペダル２２ｂとは、１
組で用いられる。ここで、１つの鉗子（たとえば、グラスパ）により、手術部位を切断す
ることも凝固させることも可能である。１つの鉗子で切断及び凝固を行う場合、切断には
高い電圧が印加され、凝固には切断の場合よりも低い電圧がかけられる。つまり、凝固ペ
ダル２１ａ（２１ｂ）と切断ペダル２２ａ（２２ｂ）とを選択して使用することにより、
手術部位の凝固および切断を行うことができる。また、グラスパなどで切断・凝固を行う
ことができるとしても、凝固用のシーリングデバイスを専用または併用で使用することが
ある。シーリングデバイスでは凝固が完了すると自動で電力提供が終了するなどの追加機
能を有していることが多いためである。
【００４７】
　図６に示す例では、４つのマニピュレータ２０１に対して、医療器具として、バイポー
ラの鉗子Ｆ１と、モノポーラの鉗子Ｆ２と、シーリングデバイスＦ３と、内視鏡２０１ｄ
が取付けられる。４つのマニピュレータ２０１の位置関係は、各マニピュレータに設けら
れた位置検出器により認識される。各マニピュレータの左右の位置関係は、プラットホー
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ム２０３から見た位置で認識する。図６（Ａ）では、内視鏡２０１ｄが取り付けられたマ
ニピュレータ２０１から見て、左側にモノポーラの鉗子Ｆ２、内視鏡２０１ｄが取り付け
られたマニピュレータ２０１から見て、左側から右側に向けて順に、バイポーラの鉗子Ｆ
１、シーリングデバイスＦ３が配置されている。凝固ペダル２１（２１ａおよび２１ｂ）
と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）との割り当てとして、まず、手術器具２０１
ｂが取り付けられているマニピュレータ２０１が左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａ
および切断ペダル２２ａ）に割り当てられ、ひとつ右にある手術器具２０１ａが取り付け
られているマニピュレータ２０１が右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペ
ダル２２ｂ）に割り当てられる。つまり、図６（Ａ）では、左側用フットペダル（凝固ペ
ダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、モノポーラの鉗子Ｆ２が割り当てられる。また
、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に、バイポーラの鉗
子Ｆ１が割り当てられる。なお、手術器具が２つだけ取り付けられている場合は、内視鏡
２０１ｄが取り付けられたマニピュレータ２０１から見て、一番左側のマニピュレータ２
０１から順に、それぞれ、左側用フットペダルおよび右側用フットペダルに割り当てられ
る。手術器具が１つだけ取り付けられている場合は、左側用フットペダルに割り当てられ
る。
【００４８】
　図６（Ｂ）では、助手（たとえば、看護師）により、バイポーラの鉗子Ｆ１と、モノポ
ーラの鉗子Ｆ２とが入れ替えられる。この場合、手術器具２０１ａおよび２０１ｂのマニ
ピュレータ２０１への取り付けにより手術器具２０１ａおよび２０１ｂの種類が特定され
る。たとえば、インターフェースのＩＣに器具の型番などの情報が記憶されていてもよい
。そして、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、バイポ
ーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび
切断ペダル２２ｂ）に、モノポーラの鉗子Ｆ２が割り当てられる。
【００４９】
　図６（Ｃ）では、助手（たとえば、看護師）により、モノポーラの鉗子Ｆ２と、シーリ
ングデバイスＦ３とが入れ替えられる。手術器具２０１ａおよび２０１ｂのマニピュレー
タ２０１への取り付けにより手術器具２０１ａおよび２０１ｂの種類が特定される。そし
て、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に、引き続き、バ
イポーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂお
よび切断ペダル２２ｂ）に、シーリングデバイスＦ３が割り当てられる。
【００５０】
　図６（Ｄ）では、切替ペダル２５により、右側にある２本のマニピュレータ２０１のう
ちアクティベートするマニピュレータ２０１が切り替えられる。つまり、操作ハンドル１
により操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。これにより、左手用の操作ハ
ンドル１ｂにより、バイポーラの鉗子Ｆ１が取り付けられたマニピュレータ２０１が操作
され、右手用の操作ハンドル１ａにより、モノポーラの鉗子Ｆ２が取り付けられたマニピ
ュレータ２０１が操作される。左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル
２２ａ）に、引き続き、バイポーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フットペ
ダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に、モノポーラの鉗子Ｆ２が割り当て
られる。
【００５１】
　図６（Ｅ）では、切替ペダル２５により、右側にある２本のマニピュレータ２０１のう
ちアクティベートするマニピュレータ２０１が切り替えられる。つまり、操作ハンドル１
により操作されるマニピュレータ２０１が切り替えられる。これにより、左手用の操作ハ
ンドル１ｂにより、バイポーラの鉗子Ｆ１が取り付けられたマニピュレータ２０１が操作
され、右手用の操作ハンドル１ａにより、シーリングデバイスＦ３が取り付けられたマニ
ピュレータ２０１が操作される。左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダ
ル２２ａ）に、引き続き、バイポーラの鉗子Ｆ１が割り当てられる。また、右側用フット
ペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に、シーリングデバイスＦ３が割り
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当てられる。
【００５２】
　なお、主に強い把持力が必要なときに使用される、電気をかけない単純なグラスパを使
用することもあるが、電気がかけられない手術器具に対しては、凝固ペダル２１（２１ａ
および２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）とによる操作は行われないの
で、凝固ペダル２１および切断ペダル２２は割り当てられない。すなわち、凝固ペダル２
１（２１ａおよび２１ｂ）と、切断ペダル２２（２２ａおよび２２ｂ）の割当ての際には
、電気がかけられない手術器具を把持するマニピュレータ２０１は除外するように設定し
ておけばよい。
【００５３】
　また、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）と、右側用フ
ットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）とは、他の方法（ルール）によ
り割り当ててもよい。たとえば、内視鏡２０１ｄが取り付けられたマニピュレータ２０１
の左右のマニピュレータ２０１それぞれに必ずフットペダルが割り当てるようにしてもよ
い。たとえば、内視鏡２０１ｄが取り付けられたマニピュレータ２０１より左側にある１
つのマニピュレータ２０１を左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２
２ａ）に割り当て、内視鏡２０１ｄが取り付けられたマニピュレータ２０１より右側にあ
る２つのマニピュレータ２０１のうち左側にあるマニピュレータ２０１を右側用フットペ
ダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に割り当てるようにしてもよい。
【００５４】
　図１に示すように、表示装置３は、内視鏡２０１ｄによって撮像された画像を表示する
ことができるものである。表示装置３は、スコープ型表示装置または非スコープ型表示装
置からなる。図１に示す例では、表示装置３は、スコープ型表示装置である。スコープ型
表示装置とは、たとえば、覗き込むタイプの表示部である。また、非スコープ型表示装置
とは、通常のパーソナルコンピュータのディスプレイのような覗き込むタイプではない平
坦な画面を有する開放型の表示部を含む概念である。
【００５５】
　図２に示すように、制御装置６は、例えば、ＣＰＵ等の演算器を有する制御部６１と、
ＲＯＭおよびＲＡＭ等のメモリを有する記憶部６２と、画像制御部６３とを含んでいる。
制御装置６は、少なくとも内視鏡２０１ｄおよび表示装置３を制御するように構成されて
いる。制御装置６は、集中制御する単独の制御装置により構成されていてもよく、互いに
協働して分散制御する複数の制御装置により構成されてもよい。制御部６１は、操作ハン
ドル１により入力された動作態様指令を、操作ペダル部２の切替状態に応じて、手術器具
２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべき動作態様指令であるか、または、内視鏡２０
１ｄによって実行されるべき動作態様指令であるかを判定する。制御部６１は、判定結果
と操作ハンドル１による操作とに基づいて、対応するマニピュレータ２０１を動作させる
信号を送信する。
【００５６】
　また、制御部６１は、センサ２６より操作者Ｏの足の存在の検知情報を受領して操作者
Ｏの足の存在の有無を判定する。また、制御部６１は、操作者Ｏの足が存在すると判定し
た場合に、対応する表示を表示装置３に表示させるように制御する。
【００５７】
　記憶部６２には例えば手術器具２０１ａ～２０１ｃの種類に応じた制御プログラムが記
憶されていて、取り付けられた手術器具２０１ａ～２０１ｃの種類に応じて制御部６１が
これらの制御プログラムを読み出すことにより、遠隔操作装置１００の操作ハンドル１及
び／又は操作ペダル部２の動作指令が個別の手術器具２０１ａ～２０１ｃに適合した動作
をさせることができる。
【００５８】
　画像制御部６３は、内視鏡２０１ｄが取得した画像を表示装置３に伝送する。画像制御
部６３は、必要に応じて画像の加工修正処理を行う。
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【００５９】
　図７に示すように、制御装置６は、右手用の操作ハンドル１ａによって操作される手術
器具２０１ａに関する情報を示す第１エリア３２１と、左手用の操作ハンドル１ｂによっ
て操作される手術器具２０１ｂに関する情報を示す第２エリア３２２と、内視鏡２０１ｄ
に関する情報を示す第３エリア３２３と、を右から左に順に並べて配置したグラフィカル
ユーザインタフェース３２を内視鏡２０１ｄによって撮像された画像３１上に重ねて表示
装置３に表示するように構成されている。
【００６０】
　また、制御装置６は、右手用の操作ハンドル１ａによって操作される手術器具２０１ａ
に関する情報を示す第１エリア３２１と、左手用の操作ハンドル１ｂによって操作される
手術器具２０１ｂに関する情報を示す第２エリア３２２と、内視鏡２０１ｄに関する情報
を示す第３エリア３２３とを、操作ペダル部２の右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂ
および切断ペダル２２ｂ）、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２
２ａ）およびカメラペダル２４の並び順と同じ順に並べて配置したグラフィカルユーザイ
ンタフェース３２を内視鏡２０１ｄによって撮像された画像３１上に重ねて表示装置３に
表示するように構成されている。
【００６１】
　表示装置３に表示されるグラフィカルユーザインタフェース３２は、図７に示すように
、第１エリア３２１と、第２エリア３２２と、第３エリア３２３と、第４エリア３２４と
、第５エリア３２５とを含む。また、グラフィカルユーザインタフェース３２は、ステー
タスエリア３２６を含む。また、グラフィカルユーザインタフェース３２は、ポップアッ
プエリア３２７ａ（図９参照）と、ポップアップエリア３２７ｂ（図１３参照）と、ポッ
プアップエリア３２７ｃ（図１５参照）と、ポップアップエリア３２７ｄ（図１７参照）
とを含む。また、グラフィカルユーザインタフェース３２は、内視鏡２０１ｄの水準器３
２８（図１４参照）が表示されるセンターエリアを含む。また、グラフィカルユーザイン
タフェース３２は、エラー通知エリア３２９ａ（図２０参照）と、エラー通知エリア３２
９ｂ（図２１参照）とを含む。
【００６２】
　グラフィカルユーザインタフェース３２の第１エリア３２１と、第２エリア３２２と、
第３エリア３２３と、第４エリア３２４と、第５エリア３２５とは、表示装置３の下方の
端部近傍領域に並んで配置される。なお、第１エリア３２１と、第２エリア３２２と、第
３エリア３２３と、第４エリア３２４と、第５エリア３２５とが、表示装置３の上方の端
部近傍領域に並んで配置されていてもよい。これにより、表示装置３の上方または下方に
、手術器具２０１ａ、手術器具２０１ｂおよび内視鏡２０１ｄに関する情報が表示される
ので、表示装置３の中央に表示する場合と異なり、第１エリア３２１、第２エリア３２２
、第３エリア３２３、第４エリア３２４および第５エリア３２５によって、内視鏡２０１
ｄにより撮像した画像３１が見えにくくなるのを抑制することができる。
【００６３】
　グラフィカルユーザインタフェース３２のポップアップエリア３２７ａおよび３２７ｂ
は、表示装置３の左右方向における左側で、上下方向における中央付近に配置される。グ
ラフィカルユーザインタフェース３２のポップアップエリア３２７ｃおよび３２７ｄは、
表示装置３の左右方向における右側で、上下方向における中央付近に配置される。グラフ
ィカルユーザインタフェース３２のステータスエリア３２６と、エラー通知エリア３２９
ａは、表示装置３の上方の端部近傍領域に配置される。エラー通知エリア３２９ｂは、グ
ラフィカルユーザインタフェース３２の第２エリア３２２の上方に配置される。
【００６４】
　第１エリア３２１には、右手用の操作ハンドル１ａにより操作されている手術器具２０
１ａの種類が表示される。第２エリア３２２には、左手用の操作ハンドル１ｂにより操作
されている手術器具２０１ｂの種類が表示される。第３エリア３２３には、内視鏡２０１
ｄを示す情報が表示される。これにより、操作ハンドル１ａにより操作されている手術器
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具２０１ａ、および、操作ハンドル１ｂにより操作されている手術器具２０１ｂの種類を
操作者Ｏが容易に把握することができる。また、内視鏡２０１ｄを示す情報に基づいて内
視鏡２０１ｄの状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００６５】
　第４エリア３２４は、第１エリア３２１と第２エリア３２２との間に配置されている。
第４エリア３２４には、交換用の手術器具２０１ｃに関する情報が表示される。具体的に
は、第４エリア３２４には、交換用の手術器具２０１ｃの種類が表示される。これにより
、手術器具２０１ａまたは手術器具２０１ｂと交換された操作ハンドル１ａまたは操作ハ
ンドル１ｂにより操作される交換用の手術器具２０１ｃの情報を表示装置３の画面上で操
作者Ｏが容易に把握することができる。また、第４エリア３２４は、第１エリア３２１お
よび第２エリア３２２よりも薄目の色合いで情報が表示される。つまり、第４エリア３２
４の情報は、第１エリア３２１および第２エリア３２２の情報よりも目立たないように表
示される。
【００６６】
　第５エリア３２５は、第２エリア３２２よりも左側に配置されている。第５エリア３２
５には、クラッチ機能に関する情報が表示される。具体的には、第５エリア３２５には、
クラッチペダル２３の操作状態が表示される。これにより、マニピュレータ２０１と、操
作ハンドル１との操作接続を一時切断して手術器具２０１ａおよび２０１ｂの動作を停止
させる場合に用いられるクラッチペダル２３のクラッチ機能の状態を表示装置３の画面上
で操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００６７】
　ステータスエリア３２６には、手術システム４００のステータスが表示される。たとえ
ば、ステータスエリア３２６には、手術時間が表示される。また、ステータスエリア３２
６には、表示装置３の輝度調整情報やコントラスト調整情報が表示される。
【００６８】
　ポップアップエリア３２７ａ～３２７ｄは、第１エリア３２１、第２エリア３２２およ
び第３エリア３２３とは異なる位置に配置される。また、ポップアップエリア３２７ａ～
３２７ｄには、対応するフットペダル２０の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されたこ
とを、複数のセンサ２６のうちの少なくとも１つのセンサ２６により検出したことに基づ
いて、情報が表示される。これにより、操作者Ｏがフットペダル２０の操作準備位置に足
を配置した段階で、対応するエリアに加えて、別の位置にもフットペダル２０に関する情
報が表示されるので、操作するフットペダル２０が操作準備位置に配置されていることを
操作者Ｏが容易に認識することができる。
【００６９】
　図９に示すように、ポップアップエリア３２７ａには、クラッチペダル２３の操作準備
位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、クラッチペダル２３に関する情報が表示される
。ポップアップエリア３２７ａには、所定の時間（たとえば、３秒間）情報が表示される
。つまり、ポップアップエリア３２７ａの情報の表示は、クラッチペダル２３の操作準備
位置から操作者Ｏの足が移動するか、クラッチペダル２３が操作されるか、または、所定
の時間が経過すると消える。
【００７０】
　図１３に示すように、ポップアップエリア３２７ｂには、カメラペダル２４の操作準備
位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、カメラペダル２４に関する情報が表示される。
ポップアップエリア３２７ｂには、所定の時間（たとえば、３秒間）情報が表示される。
つまり、ポップアップエリア３２７ｂの情報の表示は、カメラペダル２４の操作準備位置
から操作者Ｏの足が移動するか、カメラペダル２４が操作されるか、または、所定の時間
が経過すると消える。
【００７１】
　図１５に示すように、ポップアップエリア３２７ｃには、切断ペダル２２ａまたは２２
ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、切断ペダル２２に関する情報が表
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示される。ポップアップエリア３２７ｃには、所定の時間（たとえば、３秒間）情報が表
示される。つまり、ポップアップエリア３２７ｃの情報の表示は、切断ペダル２２ａまた
は２２ｂの操作準備位置から操作者Ｏの足が移動するか、切断ペダル２２ａまたは２２ｂ
が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。
【００７２】
　図１７に示すように、ポップアップエリア３２７ｄには、凝固ペダル２１ａまたは２１
ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、凝固ペダル２１に関する情報が表
示される。ポップアップエリア３２７ｄには、所定の時間（たとえば、３秒間）情報が表
示される。つまり、ポップアップエリア３２７ｄの情報の表示は、凝固ペダル２１ａまた
は２１ｂの操作準備位置から操作者Ｏの足が移動するか、凝固ペダル２１ａまたは２１ｂ
が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。
【００７３】
　図１４に示すように、内視鏡２０１ｄの水準器３２８は、カメラペダル２４が操作され
た場合に、表示装置３に表示される。これにより、表示された水準器３２８を見ながら操
作することにより操作者Ｏは内視鏡２０１ｄの姿勢を容易に変更させることができる。
【００７４】
　ここで、本実施形態では、制御装置６は、右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよ
び切断ペダル２２ｂ）、左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ
）およびカメラペダル２４のうちの少なくとも１つのフットペダル２０の操作準備位置に
操作者Ｏの足が配置されたことを、複数のセンサ２６のうちの少なくとも１つのセンサ２
６により検出したことに基づいて、第１エリア３２１、第２エリア３２２および第３エリ
ア３２３のうちの対応するエリアの表示形態を変更するように構成されている。これによ
り、フットペダル２０の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、フットペダル
２０に対応するグラフィカルユーザインタフェース３２のエリアの表示形態が変更されて
表示装置３に表示されるので、操作者Ｏが実際にどのフットペダル２０に足を位置させて
いるのかを目視で確認する必要がない。その結果、操作者Ｏが表示装置３から目を離すこ
となく操作するフットペダル２０を確認することができる。
【００７５】
　エリアの表示形態の変更は、表示色の変更、反転表示、エリアの枠線の表示変更、表示
エリアの拡大／縮小のうち少なくとも１つを含む。これにより、操作者Ｏがフットペダル
２０の操作準備位置に足を配置した場合に、対応するエリアにおいて、表示色の変更、反
転表示、または、エリアの枠線の表示変更が行われるので、操作者Ｏが表示形態の変更を
容易に認識して、操作するフットペダル２０を容易に確認することができる。
【００７６】
　また、制御装置６は、凝固ペダル２１ａまたは２１ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が
配置されたことを、複数のセンサ２６のうちの少なくとも１つのセンサ２６により検出し
たことに基づいて、第１エリア３２１および第２エリア３２２のうちの対応するエリアに
第１の色により情報を表示するように構成されている。また、制御装置６は、切断ペダル
２２ａまたは２２ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されたことを、複数のセンサ２
６のうちの少なくとも１つのセンサ２６により検出したことに基づいて、第１エリア３２
１および第２エリア３２２のうちの対応するエリアに第２の色により情報を表示するよう
に構成されている。これにより、凝固ペダル２１ａまたは２１ｂを操作する場合と、切断
ペダル２２ａまたは２２ｂを操作する場合とで、対応するエリアに互いに異なる色で情報
を表示することができるので、表示装置３から目を離すことなく操作するフットペダル２
０が凝固ペダル２１ａまたは２１ｂか切断ペダル２２ａまたは２２ｂかを操作者Ｏが容易
に確認することができる。
【００７７】
　制御装置６は、フットペダル２０が操作された場合に、対応するエリアに、フットペダ
ル２０の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された表示態様と異なる表示態様により情報
を表示するように構成されている。これにより、フットペダル２０の操作準備位置に操作



(17) JP 2020-48708 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

者Ｏの足が配置された場合と、フットペダル２０が操作された場合とで、互いに異なる表
示がされるので、フットペダル２０が操作準備状態であるかまたは操作状態であるかを操
作者Ｏが容易に把握することができる。
【００７８】
　グラフィカルユーザインタフェース３２の各エリアには、各フットペダル２０の操作の
状況が表示されるように構成されている。これにより、各フットペダル２０の操作状況を
操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００７９】
　具体的には、第１エリア３２１には、手術器具２０１ａに関する情報に加えて右側用フ
ットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）に関する情報が表示される。た
とえば、凝固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置
された場合に、対応するフットペダル２０（凝固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂ）
の色を用いて、第１エリア３２１の枠線を表示する。これにより、第１エリア３２１の表
示により右側用フットペダル（凝固ペダル２１ｂおよび切断ペダル２２ｂ）の操作による
手術器具２０１ａの機能の実行状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。また、凝
固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂが操作された場合に、第１エリア３２１に凝固ペ
ダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂに関する情報が操作準備位置に操作者Ｏの足が配置さ
れた場合と区別して表示される。たとえば、凝固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂが
操作された場合に、対応するフットペダル２０（凝固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２
ｂ）の色を、第１エリア３２１の全体に表示する。これにより、第１エリア３２１の表示
により凝固ペダル２１ｂまたは切断ペダル２２ｂの操作状態を操作者Ｏが容易に把握する
ことができる。
【００８０】
　つまり、凝固ペダル２１ｂが操作された場合に、第１エリア３２１に凝固ペダル２１ｂ
に関する情報が表示される。また、切断ペダル２２ｂが操作された場合に、第１エリア３
２１に切断ペダル２２ｂに関する情報が表示される。これにより、第１エリア３２１の表
示により右手用の操作ハンドル１ａにより操作される手術器具２０１ａによる凝固機能お
よび切断機能の実行状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００８１】
　また、第２エリア３２２には、手術器具２０１ｂに関する情報に加えて左側用フットペ
ダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）に関する情報が表示される。たとえば
、凝固ペダル２１ａまたは切断ペダル２２ａの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された
場合に、対応するフットペダル２０（凝固ペダル２１ａまたは切断ペダル２２ａ）の色を
用いて、第２エリア３２２の枠線を表示する。これにより、第２エリア３２２の表示によ
り左側用フットペダル（凝固ペダル２１ａおよび切断ペダル２２ａ）の操作による手術器
具２０１ｂの機能の実行状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。また、凝固ペダ
ル２１ａまたは切断ペダル２２ａが操作された場合に、第２エリア３２２に凝固ペダル２
１ａまたは切断ペダル２２ａに関する情報が操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場
合と区別して表示される。たとえば、凝固ペダル２１ａまたは切断ペダル２２ａが操作さ
れた場合に、対応するフットペダル２０（凝固ペダル２１ａまたは切断ペダル２２ａ）の
色を、第２エリア３２２の全体に表示する。これにより、第２エリア３２２の表示により
凝固ペダル２１ａまたは切断ペダル２２ａの操作状態を操作者Ｏが容易に把握することが
できる。
【００８２】
　つまり、凝固ペダル２１ａが操作された場合に、第２エリア３２２に凝固ペダル２１ａ
に関する情報が表示される。また、切断ペダル２２ａが操作された場合に、第２エリア３
２２に切断ペダル２２ａに関する情報が表示される。これにより、第２エリア３２２の表
示により左手用の操作ハンドル１ｂにより操作される手術器具２０１ｂによる凝固機能お
よび切断機能の実行状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００８３】
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　また、第３エリア３２３には、内視鏡２０１ｄに関する情報に加えてカメラペダル２４
に関する情報が表示される。たとえば、カメラペダル２４の操作準備位置に操作者Ｏの足
が配置された場合に、第３エリア３２３の枠線を強調表示する。これにより、第３エリア
３２３の表示によりカメラペダル２４の操作による内視鏡２０１ｄの機能の実行状態を操
作者Ｏが容易に把握することができる。また、カメラペダル２４が操作された場合に、第
３エリア３２３にカメラペダル２４に関する情報が操作準備位置に操作者Ｏの足が配置さ
れた場合と区別して表示される。たとえば、カメラペダル２４が操作された場合に、第３
エリア３２３の背景色と文字色とを反転表示させる。これにより、第３エリア３２３の表
示によりカメラペダル２４の操作状態を操作者Ｏが容易に把握することができる。
【００８４】
　次に、図８～図２１を参照して、フットペダル２０に対する操作者Ｏの操作に基づいて
表示されるグラフィカルユーザインタフェース３２の例について説明する。
【００８５】
　図８に示すように、切替ペダル２５が操作されると、左手用の操作ハンドル１ｂにより
操作される手術器具が手術器具２０１ｂから手術器具２０１ｃに切り替えられる。この場
合、第２エリア３２２および第４エリア３２４の背景色と文字色とが反転表示される。こ
れにより、操作者Ｏは、手術器具が切り替えられたことを容易に認識することが可能であ
る。
【００８６】
　図９に示すように、クラッチペダル２３の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場
合に、第５エリア３２５の枠線が強調して表示される。また、ポップアップエリア３２７
ａにクラッチペダル２３に関する情報がポップアップ表示される。なお、クラッチペダル
２３の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されていることが継続している場合でも、ポッ
プアップエリア３２７ａの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第５エリア３２
５の枠線の強調表示は、継続される。
【００８７】
　図１０に示すように、クラッチペダル２３が操作されると、操作ハンドル１と、マニピ
ュレータ２０１との操作接続が一時切断される。この場合、クラッチペダル２３の情報を
表示する第５エリア３２５の背景色と文字色とが反転表示される。また、操作接続が一時
切断された手術器具２０１ａの情報を表示する第１エリア３２１の背景色と文字色とが反
転表示される。また、操作接続が一時切断された手術器具２０１ｂの情報を表示する第２
エリア３２２の背景色と文字色とが反転表示される。操作後、操作者Ｏの足が操作準備位
置に戻ると、図９に示すように、第５エリア３２５の枠線が強調して表示される。
【００８８】
　図１１に示すように、右手用の操作ハンドル１ａのクラッチスイッチ１１が操作される
と、操作ハンドル１ａと、手術器具２０１ａが設けられたマニピュレータ２０１との操作
接続が一時切断される。この場合、操作接続が一時切断された手術器具２０１ａの情報を
表示する第１エリア３２１の背景色と文字色とが反転表示される。
【００８９】
　図１２に示すように、左手用の操作ハンドル１ｂのクラッチスイッチ１１が操作される
と、操作ハンドル１ｂと、手術器具２０１ｂが設けられたマニピュレータ２０１との操作
接続が一時切断される。この場合、操作接続が一時切断された手術器具２０１ｂの情報を
表示する第２エリア３２２の背景色と文字色とが反転表示される。
【００９０】
　図１３に示すように、カメラペダル２４の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場
合に、第３エリア３２３の枠線が強調して表示される。また、ポップアップエリア３２７
ｂにカメラペダル２４に関する情報がポップアップ表示される。なお、カメラペダル２４
の操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されていることが継続している場合でも、ポップア
ップエリア３２７ｂの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第３エリア３２３の
枠線の強調表示は、継続される。
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【００９１】
　図１４に示すように、カメラペダル２４が操作されると、操作ハンドル１ａおよび１ｂ
により、内視鏡２０１ｄの位置および姿勢を操作することが可能になる。この場合、カメ
ラペダル２４の情報を表示する第３エリア３２３の背景色と文字色とが反転表示される。
また、センターエリアに内視鏡２０１ｄの水準器３２８が表示される。
【００９２】
　図１５に示すように、右手により操作されている手術器具２０１ａに対応する切断ペダ
ル２２ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、第１エリア３２１の枠線が
強調して表示される。具体的には、切断ペダル２２ｂが有する第２の色により、枠線の左
から半分以上が強調して表示される。残りの枠線は、凝固ペダル２１ｂが有する第１の色
により強調表示される。これにより、枠線を第２の色のみで強調して表示する場合と比べ
て、操作者Ｏが切断ペダル２２ｂと凝固ペダル２１ｂとのうち、切断ペダル２２ｂの操作
準備位置に足を配置していることを効果的に認識させることができる。また、ポップアッ
プエリア３２７ｃに切断ペダル２２ｂに関する情報がポップアップ表示される。なお、切
断ペダル２２ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されていることが継続している場合
でも、ポップアップエリア３２７ｃの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第１
エリア３２１の枠線の強調表示は、継続される。
【００９３】
　なお、左手により操作されている手術器具２０１ｂに対応する切断ペダル２２ａの操作
準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合も、同様にして、第２エリア３２２の枠線が強
調して表示される。
【００９４】
　図１６に示すように、切断ペダル２２ｂが操作されると、手術器具２０１ａに所定の電
圧が印加されて、手術部位を切断することが可能になる。この場合、切断ペダル２２ｂの
情報を表示する第１エリア３２１の背景が、切断ペダル２２ｂが有する第２の色で表示さ
れる。
【００９５】
　なお、切断ペダル２２ａが操作された場合も、同様にして、切断ペダル２２ａの情報を
表示する第２エリア３２２の背景が、切断ペダル２２ａが有する第２の色で表示される。
【００９６】
　図１７に示すように、右手により操作されている手術器具２０１ａに対応する凝固ペダ
ル２１ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、第１エリア３２１の枠線が
強調して表示される。具体的には、凝固ペダル２１ｂが有する第１の色により、枠線の右
から半分以上が強調して表示される。残りの枠線は、切断ペダル２２ｂが有する第２の色
により強調表示される。これにより、枠線を第１の色のみで強調して表示する場合と比べ
て、操作者Ｏが切断ペダル２２ｂと凝固ペダル２１ｂとのうち、凝固ペダル２１ｂの操作
準備位置に足を配置していることを効果的に認識させることができる。また、ポップアッ
プエリア３２７ｄに凝固ペダル２１ｂに関する情報がポップアップ表示される。なお、凝
固ペダル２１ｂの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置されていることが継続している場合
でも、ポップアップエリア３２７ｄの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第１
エリア３２１の枠線の強調表示は、継続される。
【００９７】
　なお、左手により操作されている手術器具２０１ｂに対応する凝固ペダル２１ａの操作
準備位置に操作者Ｏの足が配置された場合も、同様にして、第２エリア３２２の枠線が強
調して表示される。
【００９８】
　図１８に示すように、凝固ペダル２１ｂが操作されると、手術器具２０１ａに所定の電
圧が印加されて、手術部位を凝固することが可能になる。この場合、凝固ペダル２１ｂの
情報を表示する第１エリア３２１の背景が、凝固ペダル２１ｂが有する第１の色で表示さ
れる。
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【００９９】
　なお、凝固ペダル２１ａが操作された場合も、同様にして、凝固ペダル２１ａの情報を
表示する第２エリア３２２の背景が、凝固ペダル２１ａが有する第１の色で表示される。
【０１００】
　図１９に示すように、左手により操作されている手術器具２０１ｂに対応する切断ペダ
ル２２ａの操作準備位置に操作者Ｏの足が配置され、かつ、クラッチペダル２３の操作準
備位置に操作者Ｏの足が配置された場合に、第２エリア３２２の枠線が強調して表示され
る。具体的には、切断ペダル２２ａが有する第２の色により、枠線の左から半分以上が強
調して表示される。残りの枠線は、凝固ペダル２１ａが有する第１の色により強調表示さ
れる。また、ポップアップエリア３２７ｃに切断ペダル２２ａに関する情報がポップアッ
プ表示される。また、第５エリア３２５の枠線が強調して表示される。また、ポップアッ
プエリア３２７ａにクラッチペダル２３に関する情報がポップアップ表示される。
【０１０１】
　図２０に示すように、機能が制限される場合、エラー通知エリア３２９ａに機能が制限
される通知が表示される。また、切断や凝固の機能が設定されていない手術器具を用いて
いる場合に、切断ペダル２２や凝固ペダル２１が操作された場合に、手術器具に対応する
エリアの上側に機能しない操作が行われたことがポップアップ表示される。この場合、切
断ペダル２２や凝固ペダル２１を操作したとしても、手術器具に電圧は印加されない。
【０１０２】
　図２１に示すように、エラーが通知される場合、エラー通知エリア３２９ｂにエラーが
通知される。
【０１０３】
（変形例）
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更（
変形例）が含まれる。
【０１０４】
　たとえば、上記実施形態では、操作ペダル部のフットペダルが、凝固ペダルと、切断ペ
ダルとを含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作ペダル
部のフットペダルが、凝固ペダルおよび切断ペダル以外の医療器具に関する機能を実行す
るためのフットペダルを含んでいてもよい。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、センサが遮断型のセンサの例を示したが、本発明はこれに限
られない。本発明では、センサは、透過型であってもよいし、反射型であってもよい。ま
た、光を用いずに、足の存在を検知してもよい。たとえば、音波を用いて検知してもよい
し、コイルを用いて検知してもよい。また、センサは、非接触式に限らず、接触により足
の存在を検知してもよい。たとえば、センサは、機械式のスイッチでもよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　１ａ：操作ハンドル（第１操作ハンドル）、１ｂ：操作ハンドル（第２操作ハンドル）
、２：操作ペダル部、３：表示装置、６：制御装置、２０：フットペダル、２１ａ：凝固
ペダル（第２フットペダル、第２凝固ペダル）、２１ｂ：凝固ペダル（第１フットペダル
、第１凝固ペダル）、２２ａ：切断ペダル（第２フットペダル、第２切断ペダル）、２２
ｂ：切断ペダル（第１フットペダル、第１切断ペダル）、２３：クラッチペダル（第５フ
ットペダル）、２４：カメラペダル（第３フットペダル）、２５：切替ペダル（第４フッ
トペダル）、２６：センサ、３２：グラフィカルユーザインタフェース、１００：遠隔操
作装置、２０１：マニピュレータ、２０１ａ：手術器具（第１手術器具）、２０１ｂ：手
術器具（第２手術器具）、２０１ｃ：手術器具（交換用手術器具）、２０１ｄ：内視鏡、
３２１：第１エリア、３２２：第２エリア、３２３：第３エリア、３２４：第４エリア、
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３２５：第５エリア、３２８：水準器、４００：手術システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月5日(2020.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術部位の画像を撮像する内視鏡、第１手術器具および第２手術器具を各々支持するた
めの複数のマニピュレータと、
　前記内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置と、前記第１手術器具を
操作するための第１操作ハンドルと、前記第２手術器具を操作するための第２操作ハンド
ルと、複数のフットペダルを有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と、
　少なくとも前記表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、
　前記操作ペダル部は、それぞれの前記フットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配
置されたことを検出するための複数のセンサを含み、
　複数の前記フットペダルは、前記第１手術器具に関する機能を実行させるための第１フ
ットペダルと、前記第２手術器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、
前記内視鏡に関する機能を実行させるための第３フットペダルと、を有しており、
　前記制御装置は、前記第１手術器具に関する情報を示す第１エリアと、前記第２手術器
具に関する情報を示す第２エリアと、前記内視鏡に関する情報を示す第３エリアと、を配
置したグラフィカルユーザインタフェースを前記内視鏡によって撮像された画像上に重ね
て前記表示装置に表示するように構成されており、
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルおよび前記第３フット
ペダルのうちの少なくとも１つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置さ
れたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基
づいて、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアのうちの対応するエリア
の表示形態を変更するように構成されている、手術システム。
【請求項２】
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記表示装置の下方の端部近傍領域または
上方の端部近傍領域に配置される前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリア
を含む、請求項１に記載の手術システム。
【請求項３】
　エリアの表示形態の変更は、表示色の変更、反転表示、エリアの枠線の表示変更のうち
少なくとも１つを含む、請求項１または２に記載の手術システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルおよび前記第３フット
ペダルのうちの少なくとも１つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置さ
れたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基
づいて、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアとは異なる位置に、操作
準備位置に操作者の足が配置された前記フットペダルに関する情報を表示するように構成
されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項５】
　前記第１エリアには、前記第１手術器具の種類が表示され、
　前記第２エリアには、前記第２手術器具の種類が表示され、
　前記第３エリアには、前記内視鏡を示す情報が表示される、請求項１～４のいずれか１
項に記載の手術システム。
【請求項６】
　前記第１フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第１凝固ペダルと、手術部
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位を切断する操作を行う第１切断ペダルと、を有し、
　前記第２フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第２凝固ペダルと、手術部
位を切断する操作を行う第２切断ペダルと、を有し、
　前記第１凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第１エリアに前記第１凝固ペダルに関する情報が表示され、
　前記第１切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第１エリアに前記第１切断ペダルに関する情報が表示され、
　前記第２凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第２エリアに前記第２凝固ペダルに関する情報が表示され、
　前記第２切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合
と区別して前記第２エリアに前記第２切断ペダルに関する情報が表示される、請求項５に
記載の手術システム。
【請求項７】
　前記第１凝固ペダルおよび前記第２凝固ペダルは、第１の色を有し、
　前記第１切断ペダルおよび前記第２切断ペダルは、前記第１の色とは異なる第２の色を
有し、
　前記制御装置は、前記第１凝固ペダルまたは前記第２凝固ペダルの操作準備位置に操作
者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検
出したことに基づいて、前記第１エリアおよび前記第２エリアのうちの対応するエリアに
前記第１の色により情報を表示し、前記第１切断ペダルまたは前記第２切断ペダルの操作
準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも１つの
センサにより検出したことに基づいて、前記第１エリアおよび前記第２エリアのうちの対
応するエリアに前記第２の色により情報を表示するように構成されている、請求項６に記
載の手術システム。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記第１フットペダル、前記第２フットペダルまたは前記第３フット
ペダルが操作された場合に、前記第１エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアのう
ちの対応するエリアに、前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された表示
態様と異なる表示態様により情報を表示するように構成されている、請求項１～７のいず
れか１項に記載の手術システム。
【請求項９】
　前記複数のマニピュレータのうちの１つのマニピュレータは、交換用手術器具を支持し
ており、
　前記操作ペダル部は、前記第１操作ハンドルにより操作されている前記第１手術器具ま
たは前記第２操作ハンドルにより操作されている前記第２手術器具を前記交換用手術器具
に変更するための第４フットペダルをさらに含み、
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記第１エリアと前記第２エリアとの間に
配置された前記交換用手術器具に関する情報を示す第４エリアを含む、請求項１～８のい
ずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１０】
　前記操作ペダル部は、クラッチ機能を実行させるための第５フットペダルをさらに含み
、
　前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記クラッチ機能に関する情報を示す第５
エリアを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１１】
　前記制御装置は、前記第３フットペダルが操作された場合に、前記内視鏡の水準器を示
す表示を含む前記グラフィカルユーザインタフェースを前記画像に重ねて表示するように
構成されている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１２】
　前記グラフィカルユーザインタフェースの各エリアには、各フットペダルの操作の状況
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が表示されるように構成されている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の手術システ
ム。
【請求項１３】
　手術システムにおける情報の表示方法であって、
　前記手術システムは、内視鏡、第１手術器具および第２手術器具を各々支持するための
複数のマニピュレータと、前記内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置
、前記第１手術器具を操作するための第１操作ハンドル、前記第２手術器具を操作するた
めの第２操作ハンドルおよび複数のフットペダルを有する操作ペダル部を含む遠隔操作装
置と、少なくとも前記表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、
　前記操作ペダル部は、それぞれの前記フットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配
置されたことを検出するための複数のセンサを含み、
　複数の前記フットペダルは、前記第１手術器具に関する機能を実行させるための第１フ
ットペダルと、前記第２手術器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、
前記内視鏡に関する機能を実行させるための第３フットペダルと、を有しており、
　前記第１手術器具に関する情報を示す第１エリアと、前記第２手術器具に関する情報を
示す第２エリアと、前記内視鏡に関する情報を示す第３エリアと、を配置したグラフィカ
ルユーザインタフェースを前記内視鏡によって撮像された画像上に重ねて前記表示装置に
表示する工程と、
　前記第１フットペダル、前記第２フットペダルおよび前記第３フットペダルのうちの少
なくとも１つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記
複数のセンサのうちの少なくとも１つのセンサにより検出したことに基づいて、前記第１
エリア、前記第２エリアおよび前記第３エリアのうちの対応するエリアの表示形態を変更
する工程と、を備える、表示方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、手術システムおよび表示方法に関し、特に、手術器具を操作するための遠
隔操作装置を備えた手術システムおよび手術システムにおける表示方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明の第１の局面による手術システムは、手術部位の画像を撮像する内視鏡、第１
手術器具および第２手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によ
って撮像された画像を表示するための表示装置と、第１手術器具を操作するための第１操
作ハンドルと、第２手術器具を操作するための第２操作ハンドルと、複数のフットペダル
を有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と、少なくとも表示装置を制御するように
構成された制御装置と、を備え、操作ペダル部は、それぞれのフットペダル上の操作準備
位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセンサを含み、複数のフット
ペダルは、第１手術器具に関する機能を実行させるための第１フットペダルと、第２手術
器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、内視鏡に関する機能を実行さ
せるための第３フットペダルと、を有しており、制御装置は、第１手術器具に関する情報
を示す第１エリアと、第２手術器具に関する情報を示す第２エリアと、内視鏡に関する情
報を示す第３エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを内視鏡によって
撮像された画像上に重ねて表示装置に表示するように構成されており、制御装置は、第１
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フットペダル、第２フットペダルおよび第３フットペダルのうちの少なくとも１つのフッ
トペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、複数のセンサのうちの少なく
とも１つのセンサにより検出したことに基づいて、第１エリア、第２エリアおよび第３エ
リアのうちの対応するエリアの表示形態を変更するように構成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明の第１の局面による手術システムでは、上記のように構成することによって、
フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合に、フットペダルに対応する
グラフィカルユーザインタフェースのエリアの表示形態が変更されて表示装置に表示され
るので、操作者が実際にどのフットペダルに足を位置させているのかを目視で確認する必
要がない。その結果、操作者が表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確
認することができる。
　この発明の第２の局面による表示方法は、手術システムにおける情報の表示方法であっ
て、手術システムは、内視鏡、第１手術器具および第２手術器具を各々支持するための複
数のマニピュレータと、内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置、第１
手術器具を操作するための第１操作ハンドル、第２手術器具を操作するための第２操作ハ
ンドルおよび複数のフットペダルを有する操作ペダル部を含む遠隔操作装置と、少なくと
も表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、操作ペダル部は、それぞれ
のフットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数の
センサを含み、複数のフットペダルは、第１手術器具に関する機能を実行させるための第
１フットペダルと、第２手術器具に関する機能を実行させるための第２フットペダルと、
内視鏡に関する機能を実行させるための第３フットペダルと、を有しており、第１手術器
具に関する情報を示す第１エリアと、第２手術器具に関する情報を示す第２エリアと、内
視鏡に関する情報を示す第３エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを
内視鏡によって撮像された画像上に重ねて表示装置に表示する工程と、第１フットペダル
、第２フットペダルおよび第３フットペダルのうちの少なくとも１つのフットペダルの操
作準備位置に操作者の足が配置されたことを、複数のセンサのうちの少なくとも１つのセ
ンサにより検出したことに基づいて、第１エリア、第２エリアおよび第３エリアのうちの
対応するエリアの表示形態を変更する工程と、を備える。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　図２に示すように、制御装置６は、例えば、ＣＰＵ等の演算器を有する制御部６１と、
ＲＯＭおよびＲＡＭ等のメモリを有する記憶部６２と、画像制御部６３とを含んでいる。
制御装置６は、少なくともマニピュレータ２０１および表示装置３を制御するように構成
されている。制御装置６は、集中制御する単独の制御装置により構成されていてもよく、
互いに協働して分散制御する複数の制御装置により構成されてもよい。制御部６１は、操
作ハンドル１により入力された動作態様指令を、操作ペダル部２の切替状態に応じて、手
術器具２０１ａ～２０１ｃによって実行されるべき動作態様指令であるか、または、内視
鏡２０１ｄによって実行されるべき動作態様指令であるかを判定する。制御部６１は、判
定結果と操作ハンドル１による操作とに基づいて、対応するマニピュレータ２０１を動作
させる信号を送信する。
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摘要(译)

根据一个或多个实施例的手术系统可以包括：分别支撑内窥镜和手术器
械的操纵器； 远程控制装置，其包括：显示装置，其显示由内窥镜拍摄
的图像；操作手柄，其分别操作手术器械；以及脚踏板； 和控制装置。 
脚踏板包括用于手术器械的第一和第二脚踏板，以及用于内窥镜的第三
脚踏板。 控制装置在显示装置上显示与内窥镜捕获的图像重叠的图形用
户界面，该图形用户界面包括第一至第三区域，以在手术器械和内窥镜
上显示信息。 当在其中一个踏板的操作准备位置处检测到操作者的脚
时，控制装置改变第一至第三区域中的相应一个的显示形式。
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